


日本においては「違憲立法審査権」は消極的な
活用しかされてこなかった。三権分立の立場
からも訴の提起が無くとも裁判所が法令を審査
して違憲かどうか判断を表明できる様専従の
裁判官を置くべきと思われる。



わが国の財政はまったく健全ではないし
今後も相当程度の将来に亘って健全
になる見通しは立たない。単なる
”建前”の条文。

国会の予算委員会での審議を見ると、
予算書の中身に関する議論より他党の
議員の不祥事や政策批判の方が多い。
予算委員会では予算の中身に関する
議論をするように定めるべき



財政法では国債の発行額は当年度予算で必要
な額に限られる。と決められているが、長年に
亘って財務省では余分に発行して、余った金を
翌年度に剰余金として繰り越すという”違法財政”
をやってきた。この条項はその行為を追認する
ものである。

平たく言えば国や自治体に監督権限が無い
ボランティア団体などには補助はしては
ならないということ。



道州制の実施を盛り込んでいる。

外国人地方参政権は認めないと歯止め
をかけているが、既に住民投票で条例案
に関して外国人の参加を認めている自治体も
多い。形骸化か？



憲法上の住民投票。他に地方自治法上の
住民投票、自治体の条例による住民投票
がある。外国人に住民投票への参加を
認めている自治体は「自治体の条例による
住民投票」であるが、それによって自治体が
条例の制定など”事実上の地方参政権”を
与えることになってしまっている！

「予算に関する衆議院の参議院に対する
優位」の規定を援用。緊急事態である
ため参議院で野党が反対して”何も決められない
”状況になることを避けるため。



”内閣の政令”が法律と同様の効力を
有し、第二項において”国会の事後承諾”
でよいのであるから、例えば日本が外国
から攻撃を受けて戦闘状態となり、
自衛隊だけでは兵員等が不足した場合は
内閣の政令によって国民を徴兵でき、
それに対する国会の承認は
当該戦争が終結した事後でも良い
という解釈も成り立つ。

現在、安部政権が先にこの「憲法改正要件」
を緩和しようとしているが、硬性憲法（改正
しずらい憲法）である現行憲法を軟性憲法（
改正し易い憲法）にするということはメリット
もあるが、デメリットもある。国会において
衆・参両院の2/3の賛成を得るためには
相当な与党による説得と議論が必要で
あるが、過半数であれば”反日的思想の政党”
であっても選挙公約を大衆迎合のものにすれば
先般の民主党のように容易に政権が取れ
日本国民に取って不利な憲法改正も可能に
なってしまう事である。改正要件緩和こそ
最も議論を尽くすべきと思われる。また、国民
投票の投票率が60％を下回ったら無効とする
など、”投票率要件”も設けるべきであろう！
投票率20％で過半数の賛成を得ても
実質10％程度の国民しか賛成していない憲法
ということになり、はなはだ有効性に疑問が残る！






